
1

平成 24年度 第１回栗東市市民参画等推進委員会会議録

日時 平成 24年 7月 26日（木） 10:00～12:00
場所 栗東市庁舎 4階 第 3・4委員会室
内容 1.開会

2.市民憲章唱和
3.副委員長の交代
4.委員長あいさつ
5.市長あいさつ
6.委員の自己紹介
7.栗東市市民参画等推進委員会の公開について
8.副委員長の選出
9.協議事項
10.閉会

出席者 高瀬 秀男、高宮 弘、小松 直利、寺井 利彦、幡 郁枝、井之口 清治

田井中 勇、新川 達郎（敬称略）

【会議内容】

1. 開会
2. 市民憲章唱和
3. 副委員長の交代
次第にはのっておりませんが、先ほどご報告をさせていただいた関係で、一名、委員の交代が

ありました。地域コミュニティ団体代表の栗東市自治連合会代表中島武彦さんから同代表で、井

之口清治さんに交代をされました。後任として委嘱依頼をさせていただくことになりました。よ

ろしくお願いします。現在、お見えになっておりましたら市長の方から委嘱をさせていただく予

定でございますが、現在、お見えでございませんので、お手元におかせていただきます。それで

委嘱に代えさせていただきますので、よろしくお願いします。それでは最初に新川委員長よりご

あいさつをお願いします。

4. あいさつ（新川委員長）
おはようございます。今年度は第１回ということですが、昨年来、委員の皆様には熱心にご審

議をいただきまして、市民参画そして協働ということにつきまして、ご議論をいただき、いろん

な成果が出てきたところでございます。今日この後にご審議をいただきます、地域振興協議会関

係の啓発、新しい資金のあり方など、これまでのご検討についてということで、いよいよ新しい

スキームが動き出すところまで来ました。これに限らず、こうした市民の活動をどう活発にして

いくのか、市政への市民参画をどういうふうにこれからより良く進めていくのか、こういった点

につきまして、今年度、市民参画・協働ということについて、どういうふうに考えていけばよい

のか、委員の皆様方、ひとつよろしくご検討をお願い申しあげます。
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５、市長あいさつ

皆様方、朝早くからご出席をいただきましてありがとうございます。本日、栗東市市民参画等

推進委員会ご多忙の中、ご出席いただきましたこと改めてお礼申しあげます。ありがとうござい

ます。毎日暑いですねというのがご挨拶になっている状況ですが、皆様方には昨年来より、今、

新川先生からお話がありましたように、いろいろな形で協働・市民参画という中で、お力添えと

ご協力をいただいていること、この場をお借りし、厚くお礼申しあげます。ありがとうございま

す。栗東市は、以前から財政面で、新集中改革プラン始め、多くの非常に厳しい状況を市民の皆

さん方にご協力いただきながら進めてまいりました。しかしながら将来に向かって、そんなこと

だけではなくて、元気に向けた種まきをしておくということが大前提にあると思っております。

元気創造事業という中で、今回お願いをさせて頂いております元気創造まちづくり事業、地域振

興協議会コースについても事務局の方からご提案をさせていただく予定でございます。地域に頑

張っていただいている人、そして、地振協の中でも、色々な形で、まちづくりをやろうとしてい

ただいている方にしっかりと行政が応援できるようなかたちで、やっていくこと、そういったこ

とが大切であることを今思っているところでございます。今日までから多くのボランティアの皆

様方や団体の皆様方がこの平成１６年から実施しておりますガンバル基金を活用していただいて、

様々な活動をしていただいてまいりました。行政としてもできること、また、市民の皆さんとし

てもやりたいこと、やってみたいことを言っていただくことを、この活動を通して、また、皆様

方がプレゼンを通して、ご審査をいただきながら、これからのまちの元気に向かってつながって

いくものだと思っているところでございます。平成２１年に施行しました栗東市市民参画と協働

のまちづくり条例によりまして、３年が経過し、多くの協働事業が成果を上げております。この

条例が市民の皆さんにとって更に有効に活用いただけるように皆様方のご意見を頂戴し、実行性

があるものにしていきたいと考えております。なにとぞお力添えをいただきますこと、お願いを

申しあげ、冒頭にあたりまして、お願いとお礼のご挨拶とさせていただきます。

大変お世話になりますが、よろしくお願い申しあげます。

６、委員の自己紹介

７、栗東市市民参画等推進委員会の公開について

１点目、会議の公開について、当委員会につきましては、市民参画と協働によるまちづくり条

例施行規則第１５条７項の規定によりまして、会議を公開させていただくということでございま

す。

２点目、議事録の作成について、議事録を作成いたしまして、公開をさせていただきますので

よろしくお願いいたします。

３点目、その他といたしまして、本日は傍聴等の希望はございませんでしたが、この会議にお

きましては、10名以内において先着順で、傍聴できるということでございます。こういった形で
この委員会を進めさせていただきますのでよろしくお願いします。

８、副委員長の選出

推進委員会の任期でございますが、二年任期で、昨年度が初年度となっておりまして、今年度
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２年目を迎えるわけでございます。昨年度におきまして、副委員長をお願いしておりました中島

武彦副委員長が選出母体である自治連合会の代表の交代がございまして、当委員会の副委員長が

現在不在の状態でございます。そこで、条例第１５条３項の規定では、「補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする」とございます。また規則第１５条第４項の規定によりまして、「副委員長

は委員長が指名するものにあてる」となっております。こういったことから、本日新川委員長か

らご指名をお願いします。

（委員長）

それでは、ただいまご案内がありましたように当委員会の副委員長につきまして、従前は、栗

東市自治連合会代表中島様にお願いしておりましたけれども、今回代表交代ということで、改め

まして副委員長ご指名をさせていただきます。新たに栗東市自治連合会代表よりご選出いただき

ました井之口様に副委員長をお願いいたしますがよろしいでしょうか。

（会場）

異議なし（拍手）

（副委員長）

よろしくお願いします。

（事務局）

それでは、これ以降の進行につきましては、規則第１５条第５項の規定に基づきまして、新川

委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

９、協議事項

（委員長）

それでは協議事項の方、進めさせていただければと思います。本日大きく２つ、本年度市民参

画と協働によるまちづくり推進に関する事業計画について、それから、今後の市民参画と協働に

よるまちづくり推進方策についての協議事項でございます。まず、平成２４年度市民参画と協働

によるまちづくり推進に関する事業計画について事務局の方からご説明をいただき、ご協議をお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。

（事務局）

資料１，２，３とありましてそれぞれについてご協議いただけたらと思います。

資料１「平成２４年度市民参画と協働によるまちづくり推進に関する事業計画」について説明。

（委員長）

それでは、現在説明のございました今年度進んでおります参画協働によるまちづくり推進の各

事業ということでございますが、色々な分野にわたっておりますけれども、ご質問やご意見ござ

いましたら、ご自由にいただければと思います。よろしくお願いいたします、

（委員）

職員研究会ですけれども、今年は何名くらいのご参加がございますか。

（事務局）

１回目につきましては、９人です。定員が１５名のところ、６人欠席です。

（委員）

第１回職員研究会を開催して、どんな雰囲気ですか。
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（事務局）

公募と各課からきていただいております。各課から出てきていただいている職員は、どちらか

というと控えめに意見を聞いている方で、公募で来ていただいている職員はとても積極的に意見

をしてくれます。

（委員）

時間的にはどの程度ですか。

（事務局）

１時間半です。

（委員）

職員研究会に行きたくないのに行かなあかんというムードになっているのではないかなと心配

しています。職員研究会をうまく回していけるような何かを見いださないといけないですね。一

番苦労されているのは事務局だと思いますけれどもね。研究会もいいんですけど、ぜひ２次会３

次会などを開いて、もう少し本音をある程度言えるようになるといいんですけどね。うまく研究

会を回してほしいというのが本音ですね。抽象論はいいので、具体的に何を題材にして、何をや

るというのを決めてほしいと思います。職員研究会の議事録は出ているのですか。

（事務局）

研究会の議事録は、簡単な要点だけをまとめたものを欠席しているものには配っています。ホ

ームページ等にはあげてないです。

（委員）

ぜひ、こういう話が出て、こういうことが話題になったという情報があれば、議事録の内容を

あげていただきたいと思います。

（委員）

観光ボランティアで、観光塾というのを提案して、9 月から 1 ヶ月おきに栗東市内の観光を勉
強して、ボランティアをやってくださいということについて、進み出している。自然観察の森で

はああいうことやっている、栗東市内全体いろいろなところでやられている事業の中で少なくと

も行政が把握している事業内容の中でマップみたいなものを作って、そのマップのなかで、どう

いうことがどの位置づけにあるのかということをわかるようにして、研究会で、議論を進めやす

くしてほしいと思います。少なくとも何項目か提案があったよというのが並べられて、その提案

に対して、どう思うかという議論ができると思います。この委員会がやることだけがあるわけじ

ゃないんですが、他のとの関連などもあるんじゃないかなと思います。

（委員長）

事務局何かございますか。全庁的にはいろんな市民の皆さんと活動されたこと、それぞれ各課

での取り組み、これまでの進歩あるいは、参画協働の具体的な内容、このあたり、全体の状況の

把握が必要ではないかということで発言いただきましたけれども。

（事務局）

後の議題にもかかわることですけれども、平成２１年度から条例が施行されまして、平成１６

年度からガンバル基金いわゆる社会貢献活動の方につきましては、色々な市民参画的な取り組み、

協働事業提案制度などやってきておりますが、現段階でどうかといいますと、まだまだ協働部分

というところの意識は固まってきていないかなというところと、市民公益活動においても、広が
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りにおきましても、除々には広がってきておりますけれども、まだまだ市民の関心とか、行政の

側の認識もまだまだ不十分であるかなということでございます。職員研究会でも一人の方がすべ

て提案してこれをやれば、協働に向かうんですよということになればいいんですけど 、そういっ

たこともなかなか模索の状態でございますので、そういった中での職員研究会は重要ということ

で、事務局の方も考えております。そこで、栗東市版の協働のマップやベスト本について、原課

サイドでも現行の業務がある中で、世の中が協働の方に向いている中で、自分たちの位置の確認

をしてもらってますので、それをフィードバックして職員研究会で議論して、それを事務局の方

でまとめていきたいと思います。ただ、中々あれもこれもといけませんので、元気創造まちづく

り事業についても協働事業についても、こういう形で制度化してやっておりますので、これにつ

いて更に、市民の方が活用できるように制度を高めていくというようなところから進められたら

なと思います。

（委員長）

職員研究会で、今後の協働まちづくり推進の方策の議論をされると承っておりますし、本日の

もう一つの議題でございますので、そちらの方でまたご意見をいただけたらと思います。その他

ありますか。

（委員）

まちづくりというと、自治会にやっぱり、頼りにしている形が見えるんですけど、自治会は、

考え方が色々な人がいるので、いざこざもありますし、一つにまとまりにくいです。NPO（非営
利団体）なんかは、志を一つにした人たちが結構集まっている。行政としては、どちらかという

と自治会よりも、本当は NPOを育ててNPOが行政の一部を負担してもらえるような形にできた
ら行政の財政を低くすると思います。根本的な対策が必要かなと思っているんです。サロン・ド

ゥ・シニアさんの資料の中にも、世話役の後継者づくりなどの課題がありますと書いてあります。

NPO でないにしても、NPO を育てるためには、引っ張っていくリーダーがいるわけですね。研
修などをしてそういう人を育てる。経理的なものも政策的なものもすべてある程度身につけてい

なければならない。そういう人はなかなかいないわけですよ。だからそういう人を育ててほしい

ですね。３番目のマミーズバンドさんの社会貢献なんですけど、どの程度の社会貢献なのかとい

うことですよ。どういう風に活動するのが社会貢献なのか、これもっと一般的にならないと、福

祉施設や児童館に行って、演奏をしたというぐらいのものでは、なかなか社会貢献にならないで

すね。というのは、長続きしないんですよ。そうするとそれに対してどうしていったらいいのか

ということで、根本的なことで、NPOを育てていって、その中の一つの社会貢献として出すとい
うかたちにしてないと。育てれば NPO っていうのはお金をもらえるわけですね。自分の生活に
も就職先にもなるわけですよ。そういう人を育てれば、地元の就職にも役に立つし、まちも活性

化するし、色々とものすごく利益があるわけですね。その辺が社会貢献だと私は思うんですね。

（委員長）

NPO の支援というよりかは、担い手をどう育成するかという、NPO を育てるという観点から
の市民参画と推進を考えていただきたいということですね。

事務局の方で、もし、そういった観点で今年度取り組みがあればお願いします。

（事務局）

返答になるかわかりませんが、今年のマミーズバンドさん、当初応募された時は、やはり自分
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たちが自分たちの活動をするだけの目的だったんですね。これを一次審査、二次審査としていく

中で、審査員さんからのアドバイスをいただく中で、自分たちが楽しんでやっていることが、最

終的にそれが人々のために役に立つとその辺の気づきですね。そういったところが出発点になる

のではないかと思います。おそらく結構地域でも思いとか実際やっておられることが地域のため

に役立っているということがあると思うんですね。ただ、それが発展していかない部分もござい

ますので、そういった部分で、こういった社会貢献制度とか協働事業提案制度に応募いただくこ

とが次の一歩につながるきっかけになると思います。そういった意味ではまず、こういう制度を

活用いただくことが入り口論になるわけですね。先ほど、地域コミュニティと NPO との関係が
出ましたが、これは確かに重要でして、今までは地域コミュニティがすべての地域の課題を押さ

えてたのが、今はなかなかそれだけでは回っていかない、今後のことも考えますと、地縁ではな

くて、好きな方たちがよって活動することが貢献になるということが、NPOのような新たな領域
ですので、そういった部分の皆さんの関心事なりをやることで、市としてはそれを支援していく

形で進めていますが、やり方としては、まだまだ改良していかないといけない部分がございます

ので、反省、振り返りをしながら進めていかないといけないのかなと思っています。

（委員）

目川のほっこりまつりですが、これは都市計画課なんですけれども、中山道、あそこもあるわ

けですよ。大宝神社のところですけれども、店がいっぱいあるわけですよ。でもそれを閉めちゃ

ってるんですね。シャッター通りになっている。でもやっぱりこういうところの道路をきれいに

したりね、そこに住んでいる人の意識も非常に大事なのでね、こちらがやっている時に、その人

らの自治会に招待してね、役場の人あるいは、目川の人が招待して、こんな風になっているよと

そういう風な呼びかけも非常に大事じゃないかなと思います。広げるという意味で。

（事務局）

そういう意味では活動されていることを他の領域なりに情報提供していくことが大事かなと思

います。色々なところで、こういう活動をされているということを知ることによって、動いてい

ただけるきっかけになればなと思います。そこがまだうまくいっていないのかなと思います。今

まで地域コミュニティでやられてたことが、衰退してくることによって、地域でやらないなら私

がやりましょかってなった時に、地域が活性化されて、地域の人も一緒にやろうかという風にな

れば、だんだんと盛り上がっていくかなと思います、そうなればいいなと思います。

（委員）

中山道は、観光ボランティアで依頼を受けて、一時やってました。やってないではなくて、や

ったんですね。やはり全体的なマップが必要なんですね。今の議論ですらやった事実があるにも

かかわらず、是非やるべきだになっていて全然違うんですね。そういうことを踏まえて、今まで

何やってきたかということを踏まえて、マップがいるかと思うんですね。やったのとやってない

のとではだいぶ話が変わってくるんでね。

（委員）

単発的にやるんですね。平行展開といいますかね。そういうことを研究会で話し合ってほしい

と思います。

（事務局）

ロードマップ的に、分野的なところで、市民参画と協働がどうつながっていくのかというとこ
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ろと、全体のどの部署というのか分野でも行政ツールというのか、市民参画のどういった形で進

んでいるのかというところの目的があってプロセスの部分で、その辺の全体像をもう少しわかる

ようにとは思います。ただ、東海道とか街道のまちづくりの部分でどうなのかというと、一貫性

の中でプランがある中でどういう取り組みをされているのかという風になるのかなと思います。

（委員）

栗東の事業を３年間見てきて、単発的にやることが多い。ぜひ全体のトータルマップ的なとこ

ろでね、水平展開できるところは水平展開してね、やっていってほしいと思います。ホームラン

を打つのではなくて、ちょっとずつ地味なことをやっていってほしいと思います。

（委員長）

課題がたくさんというところですかね。継続的に参画協働が進んでいるのかというところを、

従前からやっておられる事業を踏まえて、これからのことを考えようというところがあります。

それと同時に、過去にやられてその後続いていない事業の場合にはどうしてうまくいかないのか、

そのあたりも研究会の大きなテーマなのかなと思います。今年度事業のところにつきまして、何

かご意見ございましたらお願いします。

（委員）

ほっこりまつりの実行委員会と都市計画課の方の事業は、お金もないし、といっておられまし

たけれども、すごい知恵を色々働かせておられるなと思ったのが、滋賀 NPO センターの方で、
今年度初めて、平和堂財団と一緒に組みまして、滋賀県の環境保全の活動をしてらっしゃる団体

への助成金の募集をしたんですけど、そこにもこのほっこりまつりの方が申請にこられました。

環境保全活動ですよ。ですから板塀を間伐材でやることで、里山を保全するということで、どん

なところからでも取ってきてやろうというすばらしい情報網と実行力があるんだなと思って。ま

ぁ結果は落とされたんですけど、でもあちこち行っているからこそ、大学生さんとかも一緒にや

ってらっしゃるということで、私はその姿勢にすばらしいものがあるなと思いました。

（委員長）

現場には色々な活動が積極的に広がるという側面があります。逆に、全体的には停滞している

状況かと思います。悩ましいところではございますが、これからこういう新しい活動がどんどん

出てくるということに期待をいたしまして、今年度事業につきましては、このくらいにしておき

ます。続きまして、今年募集をされます２つ、元気創造まちづくり事業、協働事業提案制度につ

きまして、事務局の方からお願いします。

（事務局）

資料３の元気創造まちづくり事業の説明。

（委員長）

ありがとうございました。次年度元気創造まちづくり事業新しいコースの募集、協働事業提案

制度も少し内容を検討されて、新しい募集要項ができているという形でございます。それにつき

まして、ご質問、意見をお願いします。

（委員）

地振協のコースについてなんですけれども、地振協の感触といいますか、どういう風に思って

いらっしゃるのか、もし何かあればお願いします。

（事務局）
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タイミングもあるのかなと思います。各学区の地振協さんによって、やりたい事業があるとこ

ろは、助成金が３年間出るわけですからタイミング的にとてもいいタイミングのところについて

は、乗り気で都合が良いというご意見をいただいておりますし、また、一方そういった事業を十

分されておりまして、これ以上増やすのは厳しいという非常に充実されてる地振協さんについて

は、なかなか手が空きにくく、よその地振協さんの事業を見てからというような地振協さんもあ

るのかなという風に考えております。

（委員）

どうしても地振協の事業は、継続的な事業になると思うんですよ。３年で終わりだということ

になりますと、役員とともに事業も閉じたということになりはしないのかと懸念しております。

手を挙げて申請という形になっておりますけれども、未だとまどいが隠せないというようなとこ

ろが正直なところではないかと思います。この様な活動だというのを具体的にある程度提案をし

て、よっしゃ、ダメとか評価をいただくと、具体的に申請できるのではないかと思います。

（委員長）

ありがとうございます。まずはやってみてというところでございます。従来の地振協の人から

すると非常に大きな変化があると思います。効果があるかあんまり効果がないかは見てみないと

分からないですね。自主的・主体的に動いていただける機会が増えるということで、多いに活用

していただけるという風には期待しております。

（委員）

継続的にできないかなと思います。地域振興という点で焦点を絞ったのはいいと思います。な

んとなくガンバルっていうと何でもいいというイメージがあるけど、地域振興ということで焦点

を絞ったというのは非常に提案しやすいと思います。自分たちの身の周りからということでいい

と思います。

（委員長）

３年間をどう考えるかというのは非常に難しいところでございます。もう一方で、３年間の間

に、その先４年目以降どうするかということをぜひ考えていただきたいそういう趣旨もあるんだ

ろうというところでございます。行政のお金は３年間だけれども、その後、いい事業であれば続

けていく工夫をしないといけない。そういう考え方もあると思います。３年の間にどんな継続の

仕方を考えていくのか、先ほど委員さんからありましたように、東海道ほっこりまつりの場合に

は、栗東市のお金だけじゃなくて、色々な資金を取りに行っておられている。色々な稼ぎ方があ

るだろうということでございます。そういうところの展望も含めて３年なのかなと思っています。

その他いかがでしょうか。

（委員）

予算的に同じような形ではないのかなと思うんですね。元気創造まちづくり事業と協働事業は、

性格が違うのではないかなと。

（委員長）

そうですね。協働事業と元気創造まちづくり事業は本来は狙いも目的も違うものですね。

（事務局）

資料的にですね、どうしても社会貢献活動と協働事業の募集の手続き論は今年度に手を挙げて

もらって、来年度に向けて予算化していくという部分ではある程度合わせていっているんですが、
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制度の手続きはこういう形にしましたが、目的が先ほど新川先生に言っていただきましたように、

協働の部分と貢献の部分で支援するというのは違いますので、行政は分けておいて、協働は市民

からの提案であれ、行政からのテーマであれ、行政部分で、サービスを広げたいという部分でコ

ラボしていきたい部分でありますので。また、市民活動の支援、いわゆるガンバル的な部分は、

皆さんからの発意をこちらが応援していきたいなという部分でございますので、この辺が若干、

狙いが違うというところでございますので、ご理解いただけたらと思います。

（委員長）

目的は違うんですけれども、募集の要件などは同じような形ではないのかなというようなご指

摘もございました。それぞれの事業と特性に合わせた条件になっているということでございます。

（事務局）

元気創造の部分は１学区３年になりますが、トータル的に部分で、実施してみて、また見直し

という形もしていきたいと思います。

（委員長）

その他いかがでしょうか。それでは、平成２５年度の事業の提案制度の募集、元気創造まちづ

くり事業の募集、それぞれの要項について意見いただきまして、これらの意見について参考にし

ていただければと思います。もう一つ大きな課題、市民参画と協働によるまちづくり推進方策に

ついて、ご意見をいただければと思います。資料４に基づきまして、まずは、事務局の方から現

状を踏まえてご説明いただきたいと思います。

（事務局）

資料４協働によるまちづくり推進の方策について説明。

（委員長）

ありがとうございました。ただいまご説明をいただきましたように、参画協働によるまちづく

りということについて、いくつかの大きな柱について事業を進めてこられているわけですが、そ

れぞれに大きな課題があるということで、各委員からご意見をいただき、今後の推進方策の一環

に入れて、職員研究会でも事例集の作成というところ考えておられるところでございます。それ

についても意見をいただければと思います。

（委員）

私も自治振興課が協働まちづくり課であった頃に、お世話になっておりまして、職員研究会に

も出席させていただいて、短いスパンではこういうことをしよう、中期目標はこういうことをし

よう、長期的にはこういうところまでいきたいというロードマップを作られて、まず一番早く作

らないといけないのは、事例集じゃないか、身近にも協働事例ってあるんじゃないか、それを自

分たちがお互いにヒアリングして、それをまとめてみんなが各課に渡して、協働まちづくり課だ

けのものではない、各課が協働するものなんですよというものを作ろうということで、目次まで

作ったんですけど、そこから去年一年間停滞期があったみたいで。ぜひ作っていただきたいなと

思っております。目次以降の部分を作るのが大変なんですけどね。よそから持ってくるのではな

くて、栗東市の中でやっている事例はこうですよというのを、あなたのところはどうという風に

他のみんなが聞こうよということだったんですけど、私すごく期待をしていて、これはいいもの

ができる、すばらしい、県下でも初めてこんなもの作る、もしできたら教えてねと言っていたん

ですけど、それっきりになってしまって。ちょっと残念なんですけど、でも職員の方から手があ
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がって、進めたいということが出てるということを先ほどお聞きしたので、ぜひとも念願のもの

が、この最後の報告では、きっとここまでできましたというのが聞けると思いますので、期待し

ております。今しています仕事の滋賀 NPO センターの方では、新しい公共事業ということで、
地域の方も NPO というのをみんなが今まで行政がやっていたことができなくなっていくので、
力を出し合ってやらなきゃいけないということで、組織的に力をつけるという連続講座をいっぱ

いやってきているんですけれども、現在、開催中なのが、「行政とのつきあい方講座」というのが

ありまして、５回連続で、第１回目が協働とは何かということで、仲野優子さんという方が、協

働について講義をされて、その中に一つ「あっそうか」と思ったことがありまして。協働って何

か、理念とか概念とかっていうのは、みんながみんな自分はこうだと思っているということで喋

っている、でも、ところが他の人にとっての協働っていうのは全然違うものだったりする。それ

が同じ協働という言葉で、話し合ったり協働事業をやっているからどんどんこじれていってしま

う。協働ってまるで、恐竜時代の恐竜の皮膚の色が何色だったかみたいな。誰も見たことのない、

見ることができないものを見えているかのように言ったり、行ったりしている、そういうことで、

そう言えばそうやなということで、じゃあどうしたらいいのかなということを、言われたのが、

理念とか概念とか置いといて、実際やる時はこれとこれとこれを与えて行きましょうというリズ

ムをやっていくうちに見えてくるんじゃないかなと言われたんで、なるほどということで、マニ

ュアルみたいな協働する時はこれとこれとこれを与えていきましょうということをやっていくこ

とで、だんだん分かっていくものかなと思いました。

（委員長）

ありがとうございました。今、委員からは、協働の事例集を急いで作っていって、是非それを

基にして、全庁的にもかなり協働が進むように、職員研修でもベスト本でも活用できるくらいの

ものにしてほしいということでございました。また、協働というのは実践の中で、協働の形が見

えてくるというのがあります。実際、色々な従来一緒にやったことのないもの同士が、協力をし

て一つの目標に向かって頑張っていく中で協働のあり方というのも具体的に見えてくるし分かっ

てくる、これも大事で、今すでに、協働事業提案制度がこういう形で、少しずつは浸透していっ

ているのではないかと思います。そういう観点に関して、これからの自治振興課に期待がかかっ

ているというところでございます。その他いかがでしょうか。

（委員）

この中で進捗管理が難しいとありますが、それは確かに難しいと思うんですけども、栗東市役

所も 10年程前ですか、ISOの 9001 というのがあったと思うんですけれども、それを導入して、
今はもう、ほこりをかぶっているかもしれないですけれども、それを基にね、何とか PDCAを回
してね、やってほしいと思います。それとこの提案書なんか見てると P（プラン）はものすごく
ややこしいんですね。成果の方はもう「はい終わり」という感じで、というのは、もう少し、チ

ェックをしっかりやってほしいというのが僕の考えです。一つは、実施した当事者に自己評価を

させる。100 点満点中何点だったというのを明確に、不足の点はどうしたら満点になるのかとい
う自己評価を継続してさせる。それをまた事務局の方で、本人はこう言うけど、事務局は「こう

だ」というのを配点して、次のアクションに回してほしいというのが願いですね。そうすれば少

しは良い方のスパイラルにいくのではないかという淡い希望があるんですけどね。進捗管理は難

しいと思いますけどもね、そこをなんとか知恵を出して、やってほしいというのが私の願いです。
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３年間で約１１件やったんでね、逆に言うと評価的にね、今の時点で、事務局としてはこういう

反省点があったとこうするべきだったというのを 、ぜひ文書化でね、見える形で、この委員会に

差し出してほしいと思います。それがないとね、言ったは言わんは消えちゃったということでね。

ある程度文書化しておかないと担当者が代わったら、「はい、さよなら」では１からスタートとい

うことをやってますのでね、文書化、もちろんホームページに流すなりするといいですけれども

ね、要点を踏まえて簡単な文書を A4一枚にまとめて、持続してほしいというのが願いですね。
（委員長）

ありがとうございました。PDCAのチェックのところを、どうするかですね。
（委員）

ものすごく甘い感じがするんですよ。はいできました。終わりという感じでね。何がどうして

こうかというのをそこを綿密にすれば、次の改善すべき点が、見えてくるんじゃないかなと、ま

た見えるうちに、綿密にしないと意味がないのではないかなと思うんですね。

（委員）

確かに、やりっぱなしという印象を私ずっと持っていました。やることが重要なんだ、結果が

どうであれ、やればいいんだっていうイメージを持っていました。ただ今言われたようなやり方

は、誰も提案してこなくなるのではないかなと思ってね。数十万のお金もらうために。いわゆる

提案制度というのは、提案してもらって、その雰囲気が大事ですから、後で厳しいチェックが入

るとなるとね、提案しなくなるのではないかなと。

（委員）

そこはうまく分解してね。そこは、事務局の力量ですね。友達同士が、まずやってみようとい

うのでやるのはいいんですけど、やっぱり集まろうってなった時に、目的とか目標とかありきで

やってもらうのではないかと。

（委員長）

NPO活動とか、市民活動っていうのは、基本的には先程ご指摘があったように最初は友達づき
あいから始まって、その中で、共通の目的とかこういうことをやろうという志が生まれたときに、

そういう活動が始まると一般的には考えられています。チェックですが、それほどしつこくやる

と、確かに地域の活動をされてる方がこんな面倒だったらもう止めるわということにならないか

と心配をしておりますが、もう一方で、公のお金を使いますので、それに該当する責任感という

のは持っていただかないといけない、最低限度の自己評価制度の方はやっていかないといけない

という風に思います。それも少し形を変えて報告会という形で毎年それぞれ予定されて、ご報告

もいただいております。こういうものをうまく活用されて、その中で、改善点等を見つけていく

ような形にしていくと良いかもしれません。毎年審査に出席いただいている委員の方からは各団

体の活動について色々ご意見等をいただいております。その状況は私も拝見させていただいてお

りますので、そういうフィードバックが大切だということです。なかなかそれを先刻も仰ったよ

うに具体的に形にして次の年の活性化につなげるところは少し足りないかもしれません。このあ

たりを工夫していただければと思います。その他いかがでございましょうか。

（事務局）

方策のところで、平成２１年度からの３年間で、成果が出ております。私どもも、市民参画・

協働を進めるにあたりまして、最初に申しあげましたように、まだまだ、意識の面とか、広がり
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は出てるんですけど、まだまだ関心とかそういった部分が不十分であるという認識は持っていま

す。そういったことで、今、ボラセンもそうですが、協働、そして元気創造事業、そして研究会

等々こういった取り組みをしておって、これを更に中身を深めていって、制度の完成に持って行

くことが次の一歩につながるのではないかという視点で取り組んでおります。その点について、

できたらご意見いただけたらなぁと思います。今やっていることについて、更にこういったこと

が必要だということがあればお願いしたいなと思います。

（委員長）

現状を踏まえて、今後、何かこういう方法で進めていったら良いというようなご意見があれば

お願いします。

（委員）

ボランティアをやりたいという、ちょうど 65歳越えて、いわゆる団塊の世代の方が、この年か
ら増えていますね。何か目標があると集まってくるような気がするんですね。色々な委員会に積

極的に出なくても、声をかけられたら行くというような人がいると思うんです。そういう人たち

をこちらに向けたり、何かに方向づけをするということがいいと思うんです。決していないわけ

ではない。むしろ、奥さんが家にいられて困っているというような現状を聞いておりますので。

何かこうきっかけがあるといいんですけどね。

（委員）

高齢者をもっと有効に活用すべきですね。相手を待つのではなくて、こちらから仕掛けるのも

一つの方策かなと思います。資料３に他市の事例があるんですけど、栗東市の例を同じように載

せてまとめると、こういうのに参加してみようかと思う方がおられるかもしれないですね。

（委員）

行政の中で提案制度というのはないのですか。市民全体に問いかけるような提案制度があれば、

こうしたいというものが集まるのではないかと思うんですね。

（事務局）

市民参画という部分で、いろんな出前トークもやってますし、市政に対するご意見ですね、提

案いただいたりしていまして、そこから原課に対する政策的なことで、参考にできないかという

こともおりてきますので。

（事務局）

広報誌の紙面の中にですね、市長への手紙もありますからホームページの中でも行政に対する

意見というのがございます。従来からやっているのですが、職員の意見募集ですね、提案制度を

審査などを踏まえて、企業さんと同じようにやっております。今、協働のまちづくり、そういっ

た中でより一層こういう風にしていけばというご意見を、いただければと思います。

（委員）

以前、提案はしたんですけど、体よく断られて。担当の方を呼んで、聞いてもらったら非常に

助かるなと思うんですけど。何度か出したんですけどね。県の職員さんなんかはね、ちゃんと答

えてくれます。いっぱい書いてね。現実に私が書いたことを実行されたこともあります。

（委員長）

もう少し、丁寧に回答に努められたい、あるいは、もう少し研究をされた結果、こうだという

ように、背景がほしいということでございます。お答えに対して、相当の配慮が必要だというこ
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とで、ご意見を受け止めていただければと思います。また、高齢者の方の活用方法について色々

ご意見ございましたけれども、協働の事業あるいは地域の方に参加していただけるような方策に

ついても意見を募るということも大いに可能性があるのではないかと思います。また是非機会を

見て、ご検討いただければと思います。それでは最後に副委員長なにかご意見をいただければと

思います。

１０、閉会

（副委員長）

皆さん、たいへん長時間にわたり、ご審議いただきまして、ありがとうございました。今後も

協働まちづくり事業に関するご支援ご協力よろしくお願い申しあげまして、本日の協議は終了さ

せていただきたいと思います。ありがとうございました。


